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第５期嬉野市農業委員会 第３０回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地法第４条第１項第８号の規定による届出について   

 １  久間提の浦 農業用倉庫 R3.1.5 了 承 

 ２  岩屋川内才松寺 農業用通路及び駐車場 R3.1.5 了 承 

 ３  下野三本杉 外２筆 茶飲み台及び駐車場 R3.1.5 了 承 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  久間天神籠 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 ２  五町田谷 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 ３  久間本谷 賃借権 R3.1.5 承 認 

 ４  下宿一本松 賃借権 R3.1.5 承 認 

 ５  久間八幡籠 賃借権 R3.1.5 承 認 

 ６  下宿一本松 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 ７  不動山宮ノ前 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 ８  不動山上久保 外２筆 賃借権 R3.1.5 承 認 

 ９  吉田丁ノ坪 外３筆 賃借権 R3.1.5 承 認 

 １０  五町田谷 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 １１  久間明神篭 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 １２  久間明神篭 使用貸借権 R3.1.5 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩 1～18 五町田谷 外２３筆 使用貸借権・賃借権 R3.1.5 承 認 

 嬉 1～9 不動山堂山 外１７筆 賃借権・使用貸借権 R3.1.5 承 認 

 市 1～4  谷所一本松 外７筆 賃借権（農地中間管理機構） R3.1.5 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  久間八幡籠 外１筆 売買 R3.1.5 許 可 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 １  久間提の浦 農業用倉庫及び駐車場 R3.1.5 承 認 

 ２  下宿三本栗 宅地拡張 R3.1.5 承 認 

 ３  谷所桂尾谷 外３筆 植林 R3.1.5 承 認 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  下野樋ノ口 外２筆 資材置場 R3.1.5 承 認 



第５期嬉野市農業委員会第３０回定例総会議事録 

 

１ 招集年月 日  令和 ３年 １月 ５日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所塩田庁舎 ３－２会議室 

 

３ 開 会 日 時  開会  １月５日 午後３時１０分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会  １月５日 午後４時１２分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内 利光 出 議  長 ７ 原田 謙次 出  

１ 池田 博幸  欠  ８ 峰  正己 出 事前審査班長 

２ 馬場みどり 出 議事録署名 ９ 中島文二郎 出  

３ 森  和義 出 議事録署名 １０ 杉﨑 順憲 出  

４ 西田 昭義 出  １１ 山口 安則 出  

５ 植松 和幸 出  １２ 生田 健児 出  

６ 山口智佐代 出 憲 章 朗 読  

 

（職員等） 

事 務 局 長 馬場 敏和 主   事 永田 良子 

主   事 三根 拓己 農業政策課主任 納富 作男 

 

 

 

 

 



６ 議事日程 

    報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

    議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時３０分 開会 ―   

 

 

 

局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、池田副会長が欠席であります。定足数に達しておりますので川内会長

の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号６番 山口智佐代委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第３０回定例総会を開会いた 

します。本日の議事録署名委員は、議席番号２番 馬場みどり委員と  

議席番号３番 森 和義 委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出につい 

てを議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、北志田の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字久間 提
ひさぎ

の浦 ○○○番地、 

地目は畑、面積は１，２１７㎡のうち１０８㎡です。 



用途は、農業用倉庫 です。 

      隣接は、東は宅地、西・南は畑、北は宅地 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、中島文二郎委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  最近、特に農機具が多くなり今の車庫では足りないということで、家の横で 

すが、そこに農業施設を建てたいということです。よろしくお願いします。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、峰 正己委員、班長として報告をお願いし

ます。 

班  長  先日はお疲れ様でした。ここは、立派な庭園がありまして、今の倉庫を壊し 

     庭を造り、農業倉庫を新たに作るということで特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、

整理番号１番については、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は、下岩屋１区の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 才松寺 ○○○番○、 

地目は畑、面積は１８４㎡のうち６５．５㎡です。 

用途は、農業用通路及び駐車場 です。 

      隣接は、東・西は道路、南は畑 北は山林 です。 

      図面は４ページと５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、杉崎委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  ○○に行く途中の農地で、下は市道、上は林道に接しており、今までは 

     観賞用の菊を作っておられました。昨年、手術をおこない体が不自由になった 

ため菊を辞め家庭菜園を作るため、車の進入路としてスロープを作り脇に 

菜園をするとのことです。よろしくお願いします。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、峰 正己委員、班長として報告をお願い 

します。 

班  長  よろしいと思います。別に問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 



       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、

整理番号２番については、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は、井手川内の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字下野 三本杉 ○○○番 外１筆 

地目はすべて畑、面積の合計は１，５１６㎡のうち１１０㎡です。 

用途は、茶空間体験施設 茶飲み台及び駐車場 です。 

この案件は平成２９年２月に茶飲み台が設置されてあり、始末書が添付されて 

おります。 

      隣接は、東は道路、西は畑 南は畑、道路 北は山林、畑 です。 

      図面は６ページと７ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  ５ｍ画の茶のみ場で体験施設ですが、届出を出さないで作ってしまい始末書 

     付きの案件です、申請の方は大きな石がありますがその横に駐車場を後に作り 

たいということです。よろしくお願いします。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、峰 正己委員、班長として報告をお願いし

ます。 

班  長  嬉野市内が一望出来眺めがいいところです。茶飲み場の板が雨ざらしで腐植 

するのが心配でありますが、特に問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、

整理番号３番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

整理番号１番について 事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書８ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 西山の ○○○○ 様、 

      借受人は 南志田の ○○○○ 様です。 

所在地は 大字久間 天神
てんじん

籠
ごもり

 ○○○番○、地目は田、面積は８９４㎡、 



利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年６月１日から令和４年５月３１日までで、 

      解約理由は、借受人の都合により ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は 谷の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく谷の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番、地目は田、面積は、５５５㎡、 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成３１年３月１日から令和６年２月２９日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号２番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 中通の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく中通の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 本谷
ほんだに

 ○○○番○、地目は田、面積は５９０㎡、 

利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成３０年２月１日から令和５年１月３１日までで、 

      解約理由は、農地法第３条により所有権移転をするため ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。 



以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号３番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      貸付人は 下宿の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく下宿の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 一本松 ○○○番、地目は田、面積は２，２２４㎡、 

利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年６月１日から令和４年５月３１日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約をするため ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号４番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番です。 

      貸付人は 中通の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく中通の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字久間 八幡篭 ○○○番、地目は田、面積は９２９㎡、 

利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年１２月１日から令和４年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約をするため ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号５番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号７番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      貸付人は 大村市の ○○○○ 様、 

      借受人は 丹生川の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字不動山 宮ノ前 ○○○番、地目は田、面積は３５７㎡、 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成３１年３月１１日から令和６年３月１０日までで、 

      解約理由は、農地法第５条により転用申請をするため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号７番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号８番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号８番です。 

      貸付人は 中不動の ○○○○ 様、 

      借受人は 上不動の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字不動山 上久保 ○○○番 外２筆、地目はすべて田、 

面積の合計は２，５４６㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は令和２年１０月１２日から令和５年１０月１１日までで、 

      解約理由は、借受人の都合により ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号８番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号８番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



議  長  それでは、整理番号９番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号９番です。 

      貸付人は 真上吉田の ○○○○ 様、 

      借受人は 東吉田の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 丁
ちょう

ノ坪
つぼ

 ○○○番 外３筆、地目はすべて田、 

面積の合計は４，１４０㎡、利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

      期間は平成３１年３月２日から令和４年３月１日までで、 

      解約理由は、借受を変えて再契約 ということです。 

      農地法第１８条第６項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号９番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号９番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号１０番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１０番です。 

      貸付人は 谷の ○○○○ 様、 

      借受人は 同じく谷の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番、地目は田、面積は２，８９４㎡ 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２６年３月４日から令和１１年３月３日までで、 

      解約理由は、借受を変えて再契約 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１０番については、原案のとお

り承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号１０番については、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号１１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１０ページ、整理番号１１番です。 

      貸付人は 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様、 

      借受人は ○○の 農事組合法人 ○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 



所在地は、大字久間 明神篭 ○○○番○、地目は田、面積は３６４㎡ 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米、麦、大豆です。 

      期間は平成２８年１２月１日から令和８年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受を変えて再契約 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１１番については、原案のとお

り承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号１１番については、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号１２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１２番です。 

      貸付人は 鹿島市の ○○○○ 様 

      借受人は 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 明神篭 ○○○番○、地目は田、面積は３６４㎡ 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米、麦、大豆です。 

      期間は平成２８年１２月１日から令和８年１１月３０日までで、 

      解約理由は、借受を変えて再契約 ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  これは同じ土地ですよね。 

事 務 局  そうです。 

議  長  他にありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１２番については、原案のとお

り承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。整理番号１２番については、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

先ず、別添の表１ページから３ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から１８番までについて、一括審議したい 



と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

１８番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表１ページから３ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から１８番までについて です。 

貸し手人は 谷の ○○○○ 様、外１７名様、 

借り手人は 同じく谷の ○○○○ 様、外１０名様です。 

所在地は、大字五町田 谷 ○○○番 外２３筆、 

地目はすべて田で、 面積の合計が２６，９０８㎡です。 

利用権は、使用貸借権と賃借権で、期間は２年から１０年で、 

再設定及び新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から１８番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

委  員  １８番について説明をお願いします。 

農業政策課  農地法では、５反要件で引っかかりますが、農業経営基盤強化促進法では大丈

夫です。ただし以前より嬉野市では、確約書をいただき必ず農業しますよ、と

いうような、経営状況調査表を付けてもらっています。内容はどのような農業

しますよ、機械はトラクター、田植機、コンバインとか所有等を明記頂き、地

元の生産組合長、農業委員の証明書をつけて頂きます。今回も同様に承諾頂き

添付して頂いております。 

委  員  そしたら、５反無くても借りられるということですよね。 

農業政策課  農地法では、５反要件でダメですが、農業経営基盤強化促進法ではこのような

書類を頂ければ受付を行っております。 

議  長  下限はないのですか。 

農業政策課  下限はないですが、その辺は聞き取り確認をする中で判断しています。地元の

証明が無い限り受け付けられませんよとしています。今回は、隣接が田であり、

荒らすよりは貸付が出来ればとの思いはあります。 

地区委員  高齢化が進み、定年されたかたが地域の担い手となっており耕作面積が多い 

     少ないは抜きとして受けてくれる人がいれば積極的にそういう人へ集積させて 

     もらいたいと思います。そういうことでよろしくお願いします。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から１８番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分 整理番号１番から１８番までについては、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表４ページから５ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

皆さんに、お諮りします。 

利用権設定嬉野町の分整理番号１番から９番までについて、一括審議したいと

思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から９ 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表４ページから５ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から９番までについてです。 

貸し手人は 温泉２区の ○○○○ 様 外８名様、 

借り手人は 丹生川の ○○○○ 様 外７名様です。 

所在地は、大字不動山 堂山
どうやま

 ○○○番 外１７筆、 

地目は田と畑、面積は田の合計が２５，１７１㎡、 

畑の合計が１，０５５㎡、田畑合計で２６，２２６㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は３年から１０年で、すべて再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から９番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から９番までに

ついては、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から９番までについては、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表６ページ、農地中間管理機構をとおした、利用権設定に 

ついて 嬉野市の分です。 

皆さんに、お諮りします。利用権設定嬉野市の分整理番号１番から４番 

     までについて、一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



議  長  異議無しと認めます。整理番号１番から４番について、農業政策課の説明を 

求めます。 

農業政策課  別添の表６ページ、農地中間管理機構をとおした、利用権設定嬉野市の分 

整理番号１番から４番です。 

貸し手人は 三ケ崎の ○○○○ 様 外３名様、 

借り手人は 農事組合法人○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字谷所 一本松 ○○○番 外７筆   

地目はすべて田、面積の合計は１３，１０２㎡、利用権は貸借権、 

期間は４年４ヶ月で、新規です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に定められる 

各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定嬉野市の分 整理番号１番から４番までについて、 

質疑を行ないます。何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  契約期間が４年４ヶ月ですが、頭を１０年とみてのことですかね。 

農業政策課  ○○○○が出来たことから、終期を合わせたものです。次回が一括して申請す

るためと思われます。 

議  長  他にありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定 嬉野市の分 整理番号１番

から４番までについては、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手を

お願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 農地中間管理機構を 

とおした、利用権設定嬉野市の分 整理番号１番から４番までについては、 

原案どおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１１ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 中通の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく中通の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字久間 八幡
はちまん

籠
ごもり

 ○○○番○、外１筆 地目はすべて田、 

面積の合計は１，１８３㎡です。 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模の拡大のため です。 

売買価格は、反当たり４００，０００円、全体で４７３，２００円です。 



図面は１２ページから１３ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１４ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 北志田の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 提
ひさぎ

の浦 ○○○○番、地目は畑、 

面積は、２５１㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は、農業用倉庫及び駐車場です。 

      事由は、申請地は昭和４０年頃に先代が農業用倉庫として整備している。現在

車を道に駐車しており近隣に迷惑をかけているため、駐車場として転用したい 

ということです。駐車場は令和２年１０月に転用してあるため、始末書が添付さ

れております。 

東は山林・宅地、西はため池・畑、南は畑・宅地、北は山林です。 

      図面は１５ページと１６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  中島委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  事務局の説明のとおり、昭和４０年頃に先代が農業用倉庫として建てたとのこ

とで今回、駐車場を整備しているところ農業委員会にかけてないことを伝え、本

人に説明し、農業委員会にかけることを知らなかったですぐにでも申請をしたい

と始末書を付けております。よろしくお願いいたします。 

議  長  それでは、峰正己班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  駐車場を作ることで周りに迷惑をかけないためで、特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 



議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は 下宿の ○○○○ 様、 

所在地は、大字下宿 三本栗 ○○○番○  

地目は畑、面積は、８５㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は宅地拡張です。 

      事由は、家の建て替えに伴い、洗濯干し場や庭がなく不自由なため、宅地拡張

として転用したい ということです。 

東は田、西は宅地、南は田、北は宅地 です。 

      図面は１７ページと１８ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地区担当  地元の推進委員がいらしておりますので説明して頂きます。 

地域担当  家の建て替えに伴い、洗濯干し場や庭がなく不自由なため、宅地拡張として転

用したいとのことで、周りの田にも水を引かないということで問題ないとおもい

ます。 

議  長  それでは、峰正己班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  説明があったように、家のすぐ横で洗濯干し場とのことで、問題ないと思い 

ます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は 山口の ○○○○ 様、 

所在地は、大字谷所 桂尾谷 ○○○番○ 外３筆  

地目は田と畑、田の面積合計は、１，０７５㎡、畑の面積が２３６㎡、 

田畑面積の合計で１，３１１㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は植林です。 

      事由は、申請地は現在休耕地であり、猪被害により、畦畔崩壊で復旧困難、ま



た後継者・小作人もいないため耕作不能であり、植林として転用したい という

ことです。 

東は水路、西は道路、南は山林、北は道路・水路 です。 

      図面は１９ページと２０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  馬場みどり委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  場所は、谷所公民館の手前より入ったところで殿ノ木場へ行く、ため池の上の

方にあります。草払いも綺麗にしてありましたが、猪被害がひどく耕作が不能と

のことで特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、峰正己班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  もともと田んぼであったらしいがこのまま行けば野暮になることから植林 

は仕方ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２１ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 両岩の ○○○○ 様、 

譲受人は 三坂の 有限会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 様、 

所在地は、大字下野 樋ノ口 ○○○番 外２筆、地目は田と畑、 

田の面積の合計は８９６㎡、畑の面積は８２㎡、 

田畑面積の合計で９７８㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は、資材置場 です。 

      事由は、申請地は、現在休耕地であり、会社に近く利便性も良いため資材置場

として転用したいということです。平成２０年頃から資材置場として利用されて

いるため始末書も添付されております。 

東は原野・道路、 西は原野・雑種地、 南は原野、 北は田・原野 です。 

売買価格は、反当たり３０６，７４８円、全体で３００，０００円です。 

図面は２２ページと２３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 



地域担当  ここは、三坂の住宅地の西側でちょうど谷になっているところです。従来は棚

田があったところで、以前から資材置き場に活用されておりました。始末書付き

でありますが、地域に支障がないため、よろしくお願いいたします。 

議  長  峰正己委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  下も資材置き場と既になっており、特に問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

職務代理  それでは、農用地利用集積計画の解約について の川内会長の分ですけど 

整理番号６番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書９ページ、整理番号６番です。 

      貸付人は 佐賀市の ○○○○ 様、 

      借受人は 温泉３区の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 一本松 ○○○番、地目は田、面積は１，５８０㎡、 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      期間は平成２９年４月１８日から令和４年３月３１日までで、 

      解約理由は、借受人を変えて再契約をするため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

職務代理  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

職務代理  無いようですので、採決に入ります。整理番号６番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

職務代理  異議無しと認めます。整理番号６番については、原案のとおり承認することに

決定しました。 

職務代理  これをもちまして、議長を降壇し、川内会長と交代いたします。 

川内会長に、入室・着席するように、事務局伝えてください。 

  （川内会長入室・着席） 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 



お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第３０回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ３ 時 ２５ 分 閉会 ） 

 

 


